
 鳥取市リモートワーカー等外部人材活用補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市リモートワーカー等外部人材活用補助金（以下「本補助金」

という。）の交付について、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、市内事業者がリモートワーカーをはじめとするデジタル技術を活

用できる外部人材の活用に要する経費、外部人材活用に向けての専門的支援に要する

経費の一部を助成することで、育児・介護等で仕事を離れた方など多様な人材の活躍

や場所にこだわらない多様な働き方の支援、また、市内事業者の生産性向上とデジタ

ル人材確保を支援することを目的とする。 

（補助対象者） 

第３条 本補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、鳥取市内

に本店、支店その他の事業所（以下「事業所等」という。）を置く事業者であって、

次の各号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号のいずれかに

該当する中小企業者又は同条第５項に規定する小規模企業者 

イ 社会福祉法人、医療福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公

益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合（農業協同組合、生活協同組

合、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく組合等）又は

有限責任事業組合（ＬＬＰ） 

⑵ 本市の市税、下水道使用料及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者に該当

しないものとする。 

⑴ その事業者が、活用する外部人材又は専門的支援を受ける委託先と資本的、経済

的、組織的な関連性からみて密接な関係にある者 

⑵ 活用する外部人材又は専門的支援を受ける委託先が、活用し又は委託する事業所

の事業主又は取締役の３親等以内の親族である者 

⑶ 鳥取市暴力団排除条例（平成２４年鳥取市条例第１号）第２条第３号に規定する

暴力団員等及び同条第１号に規定する暴力団と密接に関係を有する者が、事業及び

本補助金の申請に関わっている者 

⑷ 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者 



⑸ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又はそれらに類似する業種を営む者

（ただし、同条第６項第４号に規定するものを営む者を除く。） 

⑹ 営業に関して必要な許認可等を取得していない者 

⑺ その他市長が適当でないと認める者 

（補助対象事業） 

第４条 本補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次に

掲げるいずれかに該当する事業とする。 

⑴ とっとりリモートワーカー育成・活用コンソーシアムが実施する「とっとりリモ

ートワーカー育成・実践事業」又は鳥取市男女共同参画課が実施する「女性デジタ

ル人材育成事業」を通じて育成された（育成中の者も含む。）人材の活用 

⑵ 専門的支援を受けて行う外部人材活用に向けた業務プロセスの分析や見直し 

２ 補助対象事業は、本補助金の交付決定後に着手し、本補助金の交付決定があった日

の属する年度の２月末日までに完了しなければならない。 

（補助対象経費） 

第５条 本補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助

対象事業の実施に要した費用のうち別表に掲げる科目の内容に応じた費用とし、消費

税及び地方消費税は含まない。 

（補助金の額の算定） 

第６条 本補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じた額（千円未満の端数は、切

り捨てる。）と３０万円（以下「補助限度額」という。）のいずれか低い額とし、予算

の範囲内で交付する。 

（交付申請） 

第７条 規則第４条の申請書に添付すべき同条第１号、第２号及び第４号に定める書類

は、次に掲げるものとする。 

⑴ 事業計画書（様式第１号） 

⑵ 収支予算書（様式第２号） 

⑶ 活用する外部人材が「とっとりリモートワーカー育成・実践事業」又は「女性デ

ジタル人材育成事業」を通じて育成された人材（育成中の者も含む。）であること

がわかる書類（第４条第１項第１号に該当する補助対象事業に係る申請時に限る。） 

⑷ 経費の金額を明らかにする書類（見積書等） 

⑸ 市税等納付状況確認同意書（様式第３号） 



⑹ 誓約書（様式第４号） 

⑺ その他市長が必要と認める書類 

２ 本補助金の交付を受けた補助対象者は、その交付額が補助限度額に達していない場

合に限り、再度交付申請を行うことができる。この場合において、本補助金は、補助

限度額から交付済の補助金の額を差し引いた額を上限として交付する。 

（承認を要しない変更） 

第８条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、本補助金の増額以外の変更とす

る。 

（着手届の提出）  

第９条 本補助金の交付に係る事業は、規則第１０条第１項第３号の市長が別に定める

場合とし、同項に規定する着手届の提出を要しないものとする。 

（実績報告） 

第１０条 規則第１２条に定める実績報告は、補助対象事業が完了した日から１４日以

内又は当該年度の３月１０日のいずれか早い日までに行わなければならない。 

２ 規則第１２条の実績報告書に添付すべき同条第１号、第２号及び第４号に定める書

類は、次に掲げるものとする。 

⑴ 事業報告書（様式第１号） 

⑵ 収支決算書（様式第２号） 

⑶ 補助対象経費の金額及び支払ったことが確認できる書類の写し 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、経済

観光部長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、令和５年６月２０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度の補助事業から適用する。 



別表（第５条関係） 

科目 内容 

報償費 補助対象事業の実施に要する賃金・報酬 

役務費 補助対象事業の実施に要する手数料 

委託料 
補助対象事業の実施に直接必要なもので、補助対象者と同一の事

業所等に所属する者以外に委託して支払う経費 

その他 その他補助対象事業の実施に必要であると市長が認める経費 


